
 

 

共通評価基準の改正新旧対照表         ※改正箇所は赤字で表示 

新 旧 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
（略） 

 

Ⅱ 組織の運営管理 
 

Ⅱ-１ ～ Ⅱ-３ （略） 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献  

Ⅱ-４-(１) ・ Ⅱ-４-(２) （略） 

 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ

ている。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動

が行われている。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① （略） 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス

提供が行われている。 

 

Ⅲ-１-(２) ～ Ⅲ-１-(５) （略） 

 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
（略） 

 

Ⅱ 組織の運営管理 
 

Ⅱ-１ ～ Ⅱ-３ （略） 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

Ⅱ-４-(１) ・ Ⅱ-４-(２) （略） 

 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元してい

る。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が

行われている。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① （略） 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した

福祉サービス提供が行われている。 

 

Ⅲ-１-(２) ～ Ⅲ-１-(５) （略） 

 

【記号の見方】 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ   … は評価対象をさす 

１、２、３   … は評価分類をさす 

(1)、(2)、(3) … は評価項目をさす 

①、②、③   … は評価細目をさす 

資料１－２ 



 

 

新 旧 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 （略） 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 （略） 

 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 

Ⅰ-１-(１) 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-１-(１)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□理念、基本方針が法人、福祉施設・事業所内の文書や広報媒体（パンフ

レット、ホームページ等）に記載されている。 

 

□理念は、法人、福祉施設・事業所が実施する福祉サービスの内容や特性

を踏まえた法人、福祉施設・事業所の使命や目指す方向、考え方を読み

取ることができる。 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 

Ⅰ-１-(１) 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-１-(１)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□理念、基本方針が文書（事業計画等の法人（福祉施設・事業所）内の文

書や広報誌、パンフレット、ホームページ等）に記載されている。 

 

□理念は、法人（福祉施設・事業所）が実施する福祉サービスの内容や特

性を踏まえた法人（福祉施設・事業所）の使命や目指す方向、考え方を

読み取ることができる。 

【判断基準】 

 

ａ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が適切に明文化され

ており、職員、利用者等への周知が図られている。 

 

ｂ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が明文化されている

が、内容や周知が十分ではない。 

 

ｃ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針の明文化や職員への

周知がされていない。 

 

【判断基準】 

 

ａ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が適切に明文化され

ており、職員、利用者等への周知が図られている。 

 

ｂ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が明文化されている

が、内容や周知が十分ではない。 

 

ｃ）法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針が明文化されていな

い。 



 

 

新 旧 

 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、法人、福祉施設・事業所の使命や役割を反映した理

念、これにもとづく福祉サービス提供に関する基本方針が適切に明文

化されており、職員、利用者等への周知が十分に図られていることを

評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の心身の健やか

な育成、その有する能力に応じ自立した日常生活を支援するものとし

て、良質かつ適切であることを基本的理念としています。 

 

○法人、福祉施設・事業所には、利用者一人ひとりの意向を十分に尊重

して、その自己決定・自己実現が図られるよう利用者の権利擁護を基

礎にした事業経営、福祉サービスの提供が求められます。 

 

【理念と基本方針】 

○福祉サービスの提供や経営の前提として、法人、福祉施設・事業所の

目的や存在意義、使命や役割等を明確にした理念が必要です。特に、

福祉サービスを提供する法人、福祉施設・事業所の理念・基本方針に

おいて、利用者の人権の尊重や個人の尊厳に関わる姿勢が明確にされ

ていることが重要です。 

 

○理念は、法人、福祉施設・事業所における事業経営や福祉サービス提

供の拠り所であり、基本の考えとなります。また、法人、福祉施設・

事業所のめざすべき方向性を内外に示すものでもあります。よって、

理念は、実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた具体的な内容

 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、法人（福祉施設・事業所）の使命や役割を反映した

理念、これにもとづく福祉サービス提供に関する基本方針が適切に明

文化されており、職員、利用者等への周知が十分に図られていること

を評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

【理念と基本方針】 

○福祉サービスの提供や経営の前提として、福祉施設・事業所（法人）

の目的や存在意義、使命や役割等を明確にした理念が必要です。特に、

福祉サービスを提供する福祉施設・事業所（法人）の理念において、

利用者の人権の尊重や個人の尊厳に関わる姿勢が明確にされている

ことが重要です。 

 

○理念は、福祉施設・事業所（法人）における事業経営や福祉サービス

提供の拠り所であり、基本の考えとなります。また、福祉施設・事業

所（法人）のめざすべき方向性を内外に示すものでもあります。よっ

て、理念は、実施する福祉サービスの内容や特性を踏まえた具体的な



 

 

新 旧 

が示されていることが適当です。 

 

○基本方針は、理念に基づいて福祉施設・事業所の利用者に対する姿勢

や地域との関わり方、あるいは組織が持つ機能等を具体的に示す重要

なものです。また、理念を職員等の行動基準（行動規範）としてより

具体的な指針とするためには、理念にもとづく基本方針を定めること

が必要です。 

 

（略） 

 

○本評価基準は、各評価基準にもとづく評価を行っていく際の基礎とな

るものです。各評価基準はそれぞれの具体的な取組状況を評価するも

のとなっていますが、法人、福祉施設・事業所の理念や基本方針を達

成する観点から、取組や内容等が十分であるかなどの視点から評価し

ます。 

 

【職員の理解】 

（略） 

 

【利用者や家族等への周知】 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

内容が示されていることが適当です。 

 

○基本方針は、理念に基づいて福祉施設・事業所の利用者に対する姿勢

や地域との関わり方、あるいは組織が持つ機能等を具体的に示す重要

なものです。また、理念を職員等の行動基準（行動規範）としてより

具体的な指針とするためは、理念にもとづく基本方針を定めることが

必要です。 

 

（略） 

 

○本評価基準は、各評価基準にもとづく評価を行っていく際の基礎とな

るものです。各評価基準はそれぞれの具体的な取組状況を評価するも

のとなっていますが、福祉施設・事業所（法人）の理念や基本方針を

達成する観点から、取組や内容等が十分であるかなどの視点から評価

します。 

 

【職員の理解】 

（略） 

 

【利用者や家族等への周知】 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○理念、基本方針のいずれも適切に明文化されている場合であっても、

職員、利用者等への周知が不十分である場合は「ｂ」評価とします。 

 

○理念、基本方針のいずれも明文化されている場合であっても、いずれ

かの内容が不十分である場合や利用者への周知が不十分である場合



 

 

新 旧 

 

 

○理念、基本方針が明文化されていない場合は「ｃ」評価とします。 

 

 

○理念、基本方針は適切に明文化され、職員の理解のもとに福祉サービ

スが提供されることが必要です。理念、基本方針が明文化されている

場合であっても、職員に周知されていない場合は「ｃ」評価とします。 

 

≪注≫ 

（略） 

 

は「ｂ」評価とします。 

 

○理念、基本方針のいずれかが明文化されていない場合は「ｃ」評価と

します。 

 

○理念、基本方針のいずれも明文化されている場合であっても、職員へ

の周知が不十分である場合は「ｃ」評価とします。 

 

 

≪注≫ 

（略） 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 

Ⅰ-２-(１) 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-(１)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分

析されている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 

Ⅰ-２-(１) 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-(１)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分

析されている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

 

 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

○福祉施設・事業所の経営状況について定期的に分析しておくことも、

事業経営の安定性や将来展望を描くうえで欠かせません。実施する福

祉サービスの内容や、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、

財務状況等の現状分析を適切に行うことが求められます。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○事業経営をとりまく環境と経営状況を把握する目的は、環境変化に適

切に対応した事業経営の維持や改善にあります。そこで、把握された

情報やデータが、中・長期計画や各年度の事業計画に反映されている

ことが必要です。各計画に情報やデータが反映されなければ、その目

的は達成されません。これらについては、「 4 Ⅰ-３-(１)-① 中・

長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。」で評価しま

す。 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

○福祉施設・事業所の経営状況について定期的に分析しておくことも、

事業経営の安定性や将来展望を描くうえでも欠かせません。実施する

福祉サービスの内容や、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、

財務状況等の現状分析を適切に行うことが求められます。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○事業経営をとりまく環境と経営状況を把握する目的は、環境変化に適

切に対応した事業経営の維持や改善にあります。そこで、把握された

情報やデータが、中・長期計画や各年度の事業計画に反映されている

ことが必要です。各計画に情報やデータが反映されなければ、その目

的は達成されません。これらについては、「Ⅰ-３-(１)-① 中・長

期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。」で評価します 

3 Ⅰ-２-(１)-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい

る。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

3 Ⅰ-２-(１)-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい

る。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

○2 Ⅰ-２-(１)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況の把握・分析

にもとづき、経営課題を明確にし、改善等に向けた具体的な取組が必

要です。 

 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○経営環境・状況が適切に把握・分析されていない場合（ 2 Ⅰ-２

-(１)-①が「ｃ」評価の場合）は、「ｃ」評価とします。 

 

○経営課題の解決・改善に向けた取組の計画化については、4 Ⅰ-３

-(１)-①で評価します。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

○Ⅰ-２-(１)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況の把握・分析に

もとづき、経営課題を明確にし、改善等に向けた具体的な取組が必要

です。 

 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○経営環境・状況が適切に把握・分析されていない場合（Ⅰ-２-(１)-

①が「ｃ」評価の場合）は、「ｃ」評価とします。 

 

○経営課題の解決・改善に向けた取組の計画化については、Ⅰ-３-(１)-

①で評価します。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて

いる。 

 

 

 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて

いる。 

 

 

 

 

 



 

 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、理念・基本方針にもとづき、経営環境と経営状況の

把握・分析等を踏まえた中・長期計画（中・長期の事業計画と中・長

期の収支計画）の策定状況を評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

○中・長期計画の策定においては、経営環境等の把握・分析結果を踏ま

え、その実情のもとで理念や基本方針の具現化を図るための事業が効

果的に実施できるような内容となっていることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、理念・基本方針にもとづき、経営状況・環境の把握・

分析等を踏まえた中・長期計画（中・長期の事業計画と中・長期の収

支計画）の策定状況を評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

○中・長期計画の策定において反映する経営環境等の把握・分析は、理

念や基本方針を具体化する事業や福祉サービスを効果的に実施する

観点から活用されていることが必要です。経営環境等を理由として、

理念や基本方針の具現化が図られないことがないようにします。 

【判断基準】 

ａ）経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期の事業計画及び

中・長期の収支計画を策定している。 

 

ｂ）経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期の事業計画また

は中・長期の収支計画のどちらかを策定していなく、十分ではな

い。 

 

ｃ）経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期の事業計画も中・

長期の収支計画のどちらも策定していない。 

【判断基準】 

ａ）経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期の事業計画及び

中・長期の収支計画を策定している。 

 

ｂ）経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期の事業計画また

は中・長期の収支計画のどちらかを策定していない。 

 

 

ｃ）経営や実施する福祉サービスに関する、中・長期の事業計画も中・

長期の収支計画のどちらも策定していない。 



 

 

新 旧 

 

【中・長期の事業計画】 

（略） 

 

【中・長期の収支計画】 

（略） 

 

○収支計画の策定にあたっては、利用者の増減、人件費の増減等を把

握・整理するなど、財務分析を行うとともに、一定の財産については

福祉施設・事業所の増改築、建替えなど資金使途を明確にすることが

必要です。 

 

 

（３）評価の留意点 

○本評価基準で対象としている課題や問題点とは、経営環境等の把握・

分析等を踏まえた組織として取り組むべき福祉施設・事業所（法人）

の全体的な課題です。個々の利用者に関する課題は対象ではありませ

ん。「Ⅰ-２ 経営状況の把握」を踏まえた内容となっているかなど

を確認します。 

 

（高齢者版共通） 

○公立施設については、管理者に与えられた職掌の範囲を考慮したうえ

で、本評価基準の基本的考え方にそった具体的な取組を評価します。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

【中・長期の事業計画】 

（略） 

 

【中・長期の収支計画】 

（略） 

 

○収支計画の策定にあたっては、利用者の増減、人件費の増減等を把

握・整理するとともに、福祉施設・事業所の増改築、建替えなどにと

もなう支出について積立てるなどの、資金使途を明確にすることも必

要です。適切な財務分析及び、資金（内部留保等）使途の明確化がな

されていることも重要です。 

 

（３）評価の留意点 

○本評価基準で対象としている課題や問題点とは、経営環境等の把握・

分析等を踏まえた組織として取り組むべき体制や設備といった全体

的な課題です。個々の利用者に関する課題は対象ではありません。 

「Ⅰ-２ 経営状況の把握」を踏まえた内容となっているかなどを確

認します。 

 

（高齢者版共通） 

○公立施設については、管理者に与えられた職掌の範囲内を考慮したう

えで、本評価基準の基本的考え方にそった具体的な取組を評価しま

す。 

 

○中・長期の事業計画と中・長期の収支計画のいずれかが策定されてい

ない場合は「ｂ」評価とします。 
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5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい

る。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○中・長期計画が策定されていない場合（ 4 Ⅰ-３-(１)-①が「ｃ評

価」の場合）は、「ｃ」評価とします。 

 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい

る。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○中・長期計画が策定されていない場合（Ⅰ-３-(１)-①が「ｃ評価」

の場合）は、「ｃ」評価とします。 

 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 (略） Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 (略） 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 （略） 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 （略） 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 
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Ⅱ 組織の運営管理 
 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

Ⅱ-１-(１) ・ Ⅱ-１-(２) （略） 

 

Ⅱ 組織の運営管理 
 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

Ⅱ-１-(１) ・ Ⅱ-１-(２) （略） 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されてい

る。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計

画が確立し、取組が実施されている。 （略） 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されてい

る。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計

画が確立し、取組が実施されている。 （略） 

 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 
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（３）評価の留意点 

（略） 

 

○能力開発（育成）における、目標管理制度については17 Ⅱ-２-(３)-

①、教育・研修制度については18 Ⅱ-２-(３)-②、19 Ⅱ-２-(３)-

③で評価します。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○能力開発（育成）における、目標管理制度についてはⅡ-２-(３)-①、

教育・研修制度についてはⅡ-２-(３)-②、③で評価します。 

Ⅱ-２-(２) （略） 

 

Ⅱ-２-(２) （略） 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 

（略） 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 

（略） 

 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 
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（略） 

 

○また、教育・研修成果の評価・分析を行い、その結果を踏まえて次の

教育・研修計画の策定に反映することが必要です。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

（略） 

 

○また、教育・研修成果の評価・分析を行い、その結果を踏まえて次の

教育・研修計画を策定に反映することが必要です。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい

る。 （略） 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい

る。 （略） 

 

Ⅱ-２-(４) （略） 

 

Ⅱ-２-(４) （略） 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて

いる。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて

いる。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 
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（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○「地域の福祉向上のための取組の実施状況」については、Ⅱ-４-(３)

「地域の福祉向上のための取組を行っている。」（ 26 27 )で評価

する事項が適切に公表されているか確認します。 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○「地域の福祉向上のための取組の実施状況」については、Ⅱ-４-(３)

「地域の福祉向上のための取組を行っている。」で評価する事項が適

切に公表されているか確認します。 

 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取

組が行われている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルール、職務分

掌と権限・責任が明確にされ、職員等に周知している。 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取

組が行われている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルールが明確に

され、職員等に周知している。 

 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関する職務分掌と権限・

責任が明確にされ、職員等に周知している。 

 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について、必要に応じて

外部の専門家に相談し、助言を得ている。 

 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 
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□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部監査を実施

するなど、定期的に確認されている。 

 

□福祉施設・事業所の事業、財務について、外部の専門家による監査支援

等を実施している。 

 

□外部の専門家による監査支援等の結果や指摘事項にもとづいて、経営改

善を実施している。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

○福祉サービスに関わる福祉施設・事業所においては、質の高い福祉サ

ービスを実施する基盤となる経営・運営が、公正かつ透明性の高い適

正なものである必要があります。これは、福祉サービスを提供する主

体としての信頼性に関わる重要な取組です。 

 

（略） 

 

（削除） 

 

 

 

○さらに、専門家による監査支援等での指摘事項、アドバイス等は、経

営・財務の改善課題の発見とその解決のための客観的な情報と位置づ

けることができます。また、その結果を経営改善に活用することが必

要です。 

 

□福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部監査を実施

するなど、定期的に確認されている。 

 

□外部監査の活用等により、事業、財務に関する外部の専門家によるチェ

ックを行っている。 

 

□外部監査の結果や公認会計士等による指導や指摘事項にもとづいて、経

営改善を実施している。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

○福祉サービスに関わる福祉施設・事業所においては、質の高い福祉サ

ービスを実施する基盤となる経営・運営が、公正かつ透明性の高い適

正なものである必要がありあます。これは、福祉サービスを提供する

主体としての信頼性に関わる重要な取組です。 

 

（略） 

 

○また、特に公益性の高い社会福祉法人については、公正性と透明性を

確保し、説明責任を果たす観点から、外部監査を活用することも有効

です。 

 

○公認会計士等の専門家による指摘事項、アドバイス等は、経営・財務

の改善課題の発見とその解決のための客観的な情報と位置づけるこ

とができます。また、その結果を経営改善に活用することが必要です。 
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○なお、ここでいう「外部の専門家による監査支援等」とは、会計監査

又は公認会計士、監査法人、税理士若しくは税理士法人が実施する財

務管理、経営管理、組織運営・事業等に関する指導・助言その他の専

門的な支援を指します。当該法人の監事等の役職員や当該法人及びそ

の役員等と、親族等の特殊の関係がある者が行う監査等は含めませ

ん。 

 

○特に、一定規模以上の社会福祉法人については、会計監査人の設置（公

認会計士等による会計監査の実施）が義務づけられています。また、

会計監査人を設置しない法人においても、ガバナンスの強化や財務規

律の確立に向けて、会計に関する専門家の活用を行うことが望ましい

とされています。 

 

○このため、社会福祉法人は、法人の規模にかかわらず、ガバナンスの

強化や財務規律の確立により公正性と透明性を確保し、説明責任を果

たす観点から、会計等に関する専門家を活用することが有効です。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

○社会福祉法人審査基準では、外部監査の頻度について「資産額が100

億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上

の法人については、その事業規模に鑑み、２年に１度程度の外部監査

の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法

人についても、５年に１回程度の外部監査を行うなど法人運営の透明

性の確保のために取組を行うことが望ましい」としています。 

 

○ここでいう外部監査とは法人等の財務管理、事業の経営管理、組織運

営・事業等に関する外部の専門家の指導・助言を指します。なお、財

務管理、経営管理等は「公認会計士等、税理士その他の会計に関する

専門家」(以下「外部監査の考え方」３．外部監査の実施者を参照)に

よることが求められます。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○また、福祉施設・事業所（法人）の規模を勘案したうえで、外部の専

門家による監査支援等を活用し事業、財務等に関するチェックやその

結果にもとづく経営改善を実施していることを評価します。 

 

○小規模な福祉施設・事業所については、外部の専門家による監査支援

等の活用やその結果にもとづく経営改善が実施されていない場合も

想定されます。福祉施設・事業所における事務、経理、取引等につい

○外部監査の考え方は、以下のとおりです。 

１．外部監査の趣旨について 

広く法人の外部の専門家によるチェックを通じて法人運営の透明

性の確保に資することを目的とするものであること。 

 

２．外部監査の範囲について 

①公認会計士法にもとづき公認会計士又は監査法人（以下「公認会

計士等」という。）が行う財務諸表の監査 

②公認会計士等、税理士その他の会計に関する専門家が行う会計管

理体制の整備状況の点検等 

③財務状況以外の事項（法人の組織運営・事業等）の監査 

 

３．外部監査の実施者について 

外部監査は、法人の財務管理、事業の経営管理その他法人運営に

関し優れた識見を有する者が行うこと。具体的には、公認会計士等、

税理士その他の会計に関する専門家や、社会福祉事業について学識

経験を有する者等がこれに該当すること。なお、当該法人の役職員

等や、当該法人及びその役員等と親族等の特殊の関係がある者が外

部監査を行うことは適当でないこと。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○また、福祉施設・事業所（法人）の規模を勘案したうえで、外部監査

等を活用し事業、財務等に関するチェックや外部監査結果にもとづく

経営改善を実施していることを評価します。 

 

○小規模な福祉施設・事業所については、外部監査等の活用や結果にも

とづく経営改善が実施されていない場合も想定されます。福祉施設・

事業所における事務、経理、取引等について、①必要に応じて外部の
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て、①必要に応じて外部の専門家との契約にもとづき、相談し、助言

を得ることで定期的に確認することなどにより、事業経営・運営の適

正性を確保する取組を行うこと、②実情にそくした経営改善の取組を

行っていること、をもって総合的に評価します。 

 

（略） 

専門家との契約にもとづき、相談し、助言を得ることで定期的確認す

ることなどにより、事業経営・運営の適正性を確保する取組を行うこ

と、②実情にそくした経営改善の取組を行っていること、をもって総

合的に評価します。 

 

（略） 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 

Ⅱ４-(１) ・ Ⅱ-４-(２) （略） 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 

Ⅱ４-(１) ・ Ⅱ-４（２） （略） 

 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（削除） 

 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□福祉施設・事業所のスペースを活用して地域住民との交流を意図した取

組を行っている。 

【判断基準】 

ａ）地域の具体的な福祉ニーズ・生活課題等を把握するための取組を

積極的に行っている。 

 

ｂ）地域の具体的な福祉ニーズ・生活課題等を把握するための取組を

行っているが、十分ではない。 

 

ｃ）地域の具体的な福祉ニーズ・生活課題等を把握するための取組を

行っていない。 

【判断基準】 

ａ）福祉施設・事業所が有する機能を、地域に開放・提供する取組を

積極的に行っている。 

 

ｂ）福祉施設・事業所が有する機能を、地域に開放・提供する取組を

行っているが、十分ではない。 

 

ｃ）福祉施設・事業所が有する機能を、地域に開放・提供する取組を

行っていない。 



 

 

新 旧 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

□福祉施設・事業所（法人）が実施する事業や運営委員会の開催、関係機

関・団体との連携、地域の各種会合への参加、地域住民との交流活動な

どを通じて、地域の福祉ニーズや生活課題等の把握に努めている。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、福祉施設・事業所（法人）が地域社会における福祉

向上に積極的な役割を果たすために、具体的な地域の福祉ニーズや生

活課題等を把握するための取組を積極的に行っているかを評価しま

す。 

 

（２）趣旨・解説 

（削除） 

 

 

 

 

 

□福祉施設・事業所の専門性や特性を活かし、地域住民の生活に役立つ講

演会や研修会等を開催して、地域へ参加を呼びかけている。 

 

□福祉施設・事業所の専門性や特性を活かした相談支援事業、支援を必要

とする地域住民のためのサークル活動等、地域ニーズに応じ住民が自由

に参加できる多様な支援活動を行っている。 

 

□災害時の地域における役割等について確認がなされている。 

 

□多様な機関等と連携して、社会福祉分野に限らず地域の活性化やまちづ

くりに貢献している。 

 

（新設） 

 

 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、福祉施設・事業所が有する機能を、地域に開放・提供

する取組を積極的に行っているかを評価します。 

 

 

 

（２）趣旨・解説 

○地域との関わりを深める方法として、福祉施設・事業所の専門的な知

識・技術や情報を地域に提供することが挙げられます。このような取

組を積極的に行うことは、地域の人々の理解を得ることやコミュニケ

ーションを活発にすることにつながっていきます。 

 



 

 

新 旧 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

○地域社会では、地域経済や生活環境の変化等（雇用環境の変化、単身

世帯や高齢者のみの世帯の増加、大規模団地等の集合住宅の課題等）

により、これまでの社会福祉事業・制度が対象としてきた範囲では十

分に対応することができない福祉ニーズ等が顕在化しています。 

 

○福祉施設・事業所（法人）は、社会福祉に関する専門的な知識を有す

るとともに、福祉サービスを実施するという公益性のある組織とし

て、地域社会で必要とされる役割や機能を存分に発揮するために、地

域の具体的な福祉ニーズ等を把握するための取組を積極的に行うこ

とが必要です。 

 

○こうした地域の福祉ニーズ等を把握するためには、たとえば、地域の

困りごとを議論するための運営委員会を開催する、相談事業を活発化

させてその中でニーズを把握する、地域の交流イベント時にアンケー

トを実施するなど主体的に動くことが重要です。 

○具体的には、介護、保育、障害者（児）、生活困窮者等の理解を深め

るための講習会や研修会・講演会等の開催、福祉に関する相談窓口の

設置等が挙げられます。 

 

○また、福祉施設・事業所は、災害時に福祉避難所として指定されてい

る場合や避難所となる場合も想定されるため、日頃から災害時の行政

や地域との連携・協力に関する事項を決定・確認しておくことが求め

られます。 

 

○福祉施設・事業所がその機能を活かし、災害時にどのような役割を果

たすかについて、自治体や地域住民とあらかじめ定めておくことも重

要な取組といえます。 

 

○事業所のこのような活動を地域へ知らせるための取組も必要です。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 



 

 

新 旧 

 

○また、福祉施設・事業所（法人）の有する専門性や特性を活かして相

談事業を実施することは、地域住民の多様な相談に応じる中で、福祉

ニーズ等を把握する取組にもつながります。 

 

○さらに、日常的な福祉サービスの実施を通じて、当該福祉サービスで

は対応できない利用者等のニーズを把握することも必要です。 

 

○このほか、施設等のスペースを活用した地域住民との交流を意図した

取組、たとえば、地域交流のイベントの開催等により、地域住民との

コミュニケーションを通じて主体的に地域の福祉ニーズ等を把握す

ることも必要です。 

 

（３）評価の留意点 

（削除） 

 

 

○福祉施設・事業所ではなく、法人としてこうした取組を行っている場

合でも、その内容等をていねいに把握して評価します。 

 

○評価方法は、訪問調査において具体的な取組を聴取し、書面でも確認

します。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（３）評価の留意点 

○事業所の種別や規模によって、具体的な取組は様々だと思われます

が、本評価基準の趣旨にそって、個々の取組について評価を行います。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（通所介護） 

○着眼点「福祉施設・事業所のスペースを活用して地域住民との交流を

意図した取組を行っている。」は、福祉施設・事業所の設備の状況等

により、適用しないことができます。 

 

（訪問介護） 

○着眼点「福祉施設・事業所のスペースを活用して地域住民との交流を



 

 

新 旧 

（削除） 

 

意図した取組を行っている。」は適用しません。 

 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動

が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が

行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□福祉施設・事業所の機能を地域に還元することなどを通じて、地域の福

祉ニーズの把握に努めている。 

 

□民生委員・児童委員等と定期的な会議を開催するなどによって、具体的

な福祉ニーズの把握に努めている。 

 

□地域住民に対する相談事業を実施するなどを通じて、多様な相談に応じ

る機能を有している。 

 

□関係機関・団体との連携にもとづき、具体的な福祉ニーズの把握に努め

ている。 

 

【判断基準】 

ａ）地域の具体的な福祉ニーズを把握し、これにもとづく公益的な事

業・活動を積極的に行っている。 

 

ｂ）地域の具体的な福祉ニーズを把握しているが、これにもとづく公

益的な事業・活動が十分ではない。 

 

ｃ）地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を行っていない。 

【判断基準】 

ａ）把握した地域の具体的な福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・

活動を積極的に行っている。 

 

ｂ）把握した地域の具体的な福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・

活動が十分ではない。 

 

ｃ）把握した地域の具体的な福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・

活動を行っていない。 



 

 

新 旧 

□把握した福祉ニーズ等にもとづいて、法で定められた社会福祉事業にと

どまらない地域貢献に関わる事業・活動を実施している。 

 

□把握した福祉ニーズ等にもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明

示している。 

 

□多様な機関等と連携して、社会福祉分野のみならず、地域コミュニティ

の活性化やまちづくりなどにも貢献している。 

 

□福祉施設・事業所（法人）が有する福祉サービスの提供に関するノウハ

ウや専門的な情報を、地域に還元する取組を積極的に行っている。 

 

□地域の防災対策や、被災時における福祉的な支援を必要とする人びと、

住民の安全・安心のための備えや支援の取組を行っている。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、福祉施設・事業所（法人）が地域社会における福祉

向上に積極的な役割を果たすために、把握した地域の具体的な福祉ニ

ーズや生活課題等にもとづいた独自の公益的な事業・活動を積極的に

行っているかを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

□把握した福祉ニーズにもとづいて、法で定められた社会福祉事業にとど

まらない地域貢献に関わる事業・活動を実施している。 

 

□把握した福祉ニーズにもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明示

している。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準では、福祉施設・事業所が地域社会における福祉向上に役

割を果たすために、地域の具体的な福祉ニーズを把握し、これにもと

づく福祉施設・事業所独自の公益的な事業・活動を積極的に行ってい

るかを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○福祉施設・事業所は、社会福祉に関する知識と専門性とともに福祉サ

ービスを実施するという公益性を有する組織として、地域社会におけ

る役割や機能を発揮するために、地域の具体的な福祉ニーズを把握す

るための取組を積極的に行うことが必要です。 

 

○地域住民からの意見や要望を把握する場合は、たとえば、相談事業を

活発化させてその中でニーズを把握する、地域交流のイベント時にア



 

 

新 旧 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

○福祉施設・事業所（法人）においては、その有する機能をもって地域

の福祉ニーズ等を解決・緩和する活動・事業の実施主体となること、

あるいは、地域住民の主体的な活動を促進・支援することなどの取組

が求められます。 

 

○把握した福祉ニーズ等にもとづき、これらを解決・改善するための福

祉施設・事業所（法人）による公益的な事業・活動を行うことも必要

です。 

 

○特に、社会福祉法人については、法人固有の使命・役割と社会福祉法

等の関係・事項等を具体化するため、既存制度では対応しきれない生

ンケートを実施する、など主体的に動くことが重要です。 

 

○日常的な福祉サービスの実施を通じて、当該福祉サービスでは対応で

きない利用者等のニーズを把握することも必要です。 

 

○また、把握した福祉ニーズにもとづき、これらを解決・改善するため

の福祉施設・事業所の公益的な事業・活動を行うことも必要です。特

に、社会福祉法人については、既存制度では対応しきれない生活困窮

問題等の支援など、地域社会での貢献活動を主体的、積極的に進めて

いくことが重要です。 

 

○地域社会では、地域経済や生活環境の変化等（雇用環境の変化、単身

高齢者世帯や高齢者のみの世帯の増加、大規模団地等の集合住宅の課

題等）により、従来の社会福祉事業が対象とする範囲以外の生活課

題・福祉課題等が顕著化しています。また、地域における生活課題・

福祉課題の解決・緩和においては、福祉施設・事業所による専門的な

地域への支援のみならず、地域住民の主体的な活動、協力の促進も重

要です。 

 

○福祉施設・事業所においては、その有する機能をもって地域の生活課

題・福祉課題を解決・緩和する活動・事業の実施主体となること、あ

るいは、地域住民の主体的な活動を促進・支援することなどの取組が

求められます。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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活困窮、生活問題等の支援・解決など、地域社会での貢献活動を主体

的、積極的に進めていくことが重要です。 

 

○また、地域住民の生活に役立つ講演会や研修会等を開催し、地域住民

の福祉に対する理解の促進や地域づくりのための取組も必要です。 

 

○こうした福祉施設・事業所の専門的な知識・技術や情報の地域への提

供は、地域との関わりを深め、地域の人びとの福祉施設等への理解を

得ることやコミュニケーションを活発にすることにもつながってい

きます。 

 

○把握した福祉ニーズ等にもとづいた具体的な事業・活動は、福祉施

設・事業所において地域の福祉ニーズ等や事業・活動の目的を共有し、

継続的かつ効果的に取組を実施するため、事業計画等で明示すること

が必要です。 

 

○また、災害時には、利用者の安全確保と施設・設備の使用を含め事業

継続が可能であることを前提として、二次被害や混乱が起きないよう

十分に留意し、可能な範囲で被災した福祉的な支援を必要とする人び

とや住民への支援・取組を実施します。 

 

○災害時において、地域の社会資源としての役割等を踏まえ、職員への

説明や必要な研修の実施など、その備えを計画的に確保していくこと

が必要です。 

 

○福祉施設・事業所は、災害時に福祉避難所として指定されている場合

や避難所となる場合も想定されるため、日頃から災害時の行政や地域

との連携・協力に関する事項を決定・確認しておくことも求められま

す。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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○また、福祉施設・事業所（法人）のこうした役割や取組を日頃から地

域へ知らせるための情報提供等の取組も必要です。 

 

（３）評価の留意点 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

○社会福祉法人が運営する福祉施設・事業所においては、社会福祉法に

定める「地域における公益的な取組」の実施に係る責務や社会福祉充

実残額を活用して行われる「地域公益事業」等が本評価基準における

地域での公益的な事業・活動にあたります。 

 

○福祉施設・事業所（法人）の規模や支援の形態、所在する地域によっ

て、具体的な取組はさまざまです。本評価基準の趣旨に沿って、個々

の取組について評価を行います。 

 

○地域での公益的な事業・活動は、福祉施設・事業所が実施する地域の

福祉ニーズ等に応じた取組や事業であって、原則として公的な費用負

担のない取組や事業等を評価します。 

 

○なお、行政からの委託又は補助等を受けて実施している事業は評価の

対象としません。ただし、このような公的な費用負担があっても、福

祉施設・事業所の資産等を活用した追加のサービスが行われている場

合には評価の対象とします。 

 

○評価方法は、訪問調査において具体的な取組を聴取し、事業・活動の

（新設） 

 

 

（３）評価の留意点 

○施設・事業者が、法定の社会福祉事業及び自治体の補助事業以外に独

自に行う取組を評価します。行政からの依頼によりサービス・事業を

新規受託することは、評価の対象としませんが、いままで地域の福祉

ニーズにもとづいて先駆的に施設・事業者が独自に実施していた事

業・活動を発展させ公的に位置づけ、行政側から委託を受けた場合に

は評価の対象とします。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

○評価方法は、訪問調査において具体的な取組を聴取し、書面でも確認



 

 

新 旧 

計画等の書面でも確認します。 

 

○福祉施設・事業所ではなく、法人として行っている場合でも、その内

容等をていねいに把握して評価します。 

 

○地域での公益的な事業・活動の情報発信については、21 Ⅱ-３-(１)-

①で評価します。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

します。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（通所介護、訪問介護） 

○着眼点「民生委員・児童委員等と定期的な会議を開催するなどによっ

て、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。」及び「地域住民に対

する相談事業を実施するなどを通じて、多様な相談に応じる機能を有

している。」は、福祉施設・事業所の状況等により、適用しないこと

ができます。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の

理解をもつための取組を行っている。 （略） 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

 
Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の

理解をもつための取組を行っている。 （略） 

 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス

提供が行われている。 

 

 

 

 

 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した

福祉サービス提供が行われている。 

 

 

 

 

 



 

 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□利用者のプライバシー保護について、社会福祉事業に携わる者としての

姿勢・責務等を明記した規程・マニュアル等が整備され、職員への研修

によりその理解が図られている。 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

□規程・マニュアル等にもとづいて、プライバシーに配慮した福祉サービ

スが実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□利用者のプライバシー保護について、規程・マニュアル等が整備され、

職員の理解が図られている。 

 

 

□利用者の虐待防止等の権利擁護について、規程・マニュアル等が整備さ

れ、職員の理解が図られている。 

 

□利用者のプライバシー保護と虐待防止に関する知識、社会福祉事業に携

わる者としての姿勢・責務、利用者のプライバシー保護や権利擁護に関

する規程・マニュアル等について、職員に研修を実施している。 

 

（新設） 

 

 

【判断基準 

ａ）利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、

利用者のプライバシーに配慮した福祉サービス提供が行われてい

る。 

 

ｂ）利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し

ているが、利用者のプライバシーに配慮した福祉サービスの提供

が十分ではない。 

 

ｃ）利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し

ていない。 

 

【判断基準】 

ａ）利用者のプライバシー保護等の権利擁護に関する規程・マニュア

ル等を整備し、利用者のプライバシーと権利擁護に配慮した福祉

サービス提供が行われている。 

 

ｂ）利用者のプライバシー保護等の権利擁護に関する規程・マニュア

ル等を整備しているが、利用者のプライバシーと権利擁護に配慮

した福祉サービスの提供が十分ではない。 

 

ｃ）利用者のプライバシー保護等の権利擁護に関する規程・マニュア

ル等を整備していない。 

 



 

 

新 旧 

□一人ひとりの利用者にとって、生活の場にふさわしい快適な環境を提供

し、利用者のプライバシーを守れるよう設備等の工夫を行っている。 

 

□利用者や家族にプライバシー保護に関する取組を周知している。 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル

等を整備し、職員に理解を図るための取組とともに、利用者のプライ

バシーに配慮した福祉サービスの提供が行われているか評価します。 

 

 

（２）趣旨・解説 

○利用者の日常生活におけるプライバシーの保護は、利用者を尊重した

福祉サービスの提供における重要事項です。 

 

 

 

（略） 

 

○プライバシー保護に関する取組が、規程・マニュアル等にもとづき実

施されることはもとより、取組を利用者や家族に周知することも求め

られます。 

 

□一人ひとりの利用者にとって、生活の場にふさわしい快適な環境を提供

し、利用者のプライバシーを守れるよう設備等の工夫を行っている。 

 

□利用者や家族にプライバシー保護と権利擁護に関する取組を周知して

いる。 

 

□規程・マニュアル等にもとづいた福祉サービスが実施されている。 

 

□不適切な事案が発生した場合の対応方法等が明示されている。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、利用者のプライバシー保護をはじめ、虐待防止といっ

た利用者の権利擁護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周

知するための取組を行うとともに、利用者のプライバシーと権利擁護

に配慮した福祉サービスの提供が行われているか評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○利用者の日常生活におけるプライバシーの保護は、利用者を尊重した

福祉サービスの提供における重要事項です。また、プライバシーの保

護のみならず、虐待防止といった利用者の権利擁護に関わる取組も同

様です。 

 

（略） 

 

○プライバシー保護と権利擁護に関する取組が、規程・マニュアル等に

もとづき実施されることはもとより、取組を利用者や家族に周知する

ことも求められます。また、福祉施設・事業所において、プライバシ

ー保護や権利擁護に関わる不適切な事案が生じた場合を想定し、対応



 

 

新 旧 

 

 

（３）評価の留意点 

○利用者のプライバシーに配慮した福祉サービスの提供の前提として、

職員が、プライバシー保護に関する基本的な知識や社会福祉事業に携

わる者としての姿勢・意識を十分に理解すること、福祉施設・事業所

の特性に応じた留意点等に関する規程・マニュアル等を作成して理解

を図ることが必要です。よって、職員に規程・マニュアル等を配布し

ただけでは取組は不十分です。 

 

 

（略） 

 

○個人情報保護は本評価基準にいうプライバシー保護には含みません。

45 Ⅲ-２-(３)-②「利用者に関する記録の管理体制が確立してい

る。」において評価します。 

 

（高齢者版共通） 

○利用者の権利擁護に関する具体的な取組については、内容評価基準

（ Ａ⑤ Ａ-１-(２)-①）において評価します。 

 

方法等を明確にしておくことも必要です。 

 

（３）評価の留意点 

○利用者のプライバシーと権利擁護に配慮した福祉サービスの提供の

前提として、職員が、プライバシー保護や権利擁護に関する基本的な

知識や社会福祉事業に携わる者としての姿勢・意識を十分に理解する

こと、福祉施設・事業所の特性に応じた留意点等に関する規程・マニ

ュアル等を作成して周知徹底することが必要です。よって、職員に規

程・マニュアル等を配布しただけでは取組は不十分であり、「ｂ」評

価とします。 

 

（略） 

 

○個人情報保護は本評価基準にいうプライバシー保護には含みません。

Ⅲ-２-(３)-②「利用者に関する記録の管理体制が確立している。」

において評価します。 

 

（高齢者版共通） 

○利用者の権利侵害の防止等に関する具体的な取組については、内容評

価基準（ Ａ⑤ Ａ-１-(２)-①）において評価します。 

 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切

に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報

を積極的に提供している。 （略） 

 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切

に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報

を積極的に提供している。 （略） 

31 Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわか

りやすく説明している。 

 

31 Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわか

りやすく説明している。 

 



 

 

新 旧 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

○説明にあたっては、前評価基準（ 30 Ⅲ-１-(２)-①）と同様に、言

葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような資料を用いる

ことが求められます。また、法令及び組織が定めた様式に基づいて、

同じ手順・内容で行われることが必要です。 

 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

○説明にあたっては、前評価基準（Ⅲ-１-（２）-①）と同様に、言葉

遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような資料を用いるこ

とが求められます。また、法令及び組織が定めた様式に基づいて、同

じ手順・内容で行われることが必要です。 

 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

32 Ⅲ-１-(２)-③ （略） 

 

32 Ⅲ-１-(２)-③ （略） 

 

Ⅲ-１（３） （略） 

 

Ⅲ-１-(３) （略） 

 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

Ⅲ-１-（４） 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能して

いる。 （略） 

 

Ⅲ-１-(４) 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能して

いる。 （略） 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利

用者等に周知している。 （略） 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利

用者等に周知している。 （略） 

 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速

に対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

□職員は、日々の福祉サービスの提供において、利用者が相談しやすく意

見を述べやすいように配慮し、適切な相談対応と意見の傾聴に努めてい

る。 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速

に対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等につ

いて定めたマニュアル等を整備している。 

 

□対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。 

 

□職員は、日々の福祉サービスの提供において、利用者が相談しやすく意

見を述べやすいように配慮し、適切な相談対応と意見の傾聴に努めてい

る。 

【判断基準】 

ａ）利用者からの相談や意見を積極的に把握し、組織的かつ迅速に対

応している。 

 

ｂ）利用者からの相談や意見を把握しているが、組織的かつ迅速に対

応していない。 

 

ｃ）利用者からの相談や意見の把握、対応が十分ではない。 

 

【判断基準】 

ａ）利用者からの相談や意見を積極的に把握し、組織的かつ迅速に対

応している。 

 

ｂ）利用者からの相談や意見を把握しているが、対応が十分ではない。 

 

 

ｃ）利用者からの相談や意見の把握をしていない。 

 



 

 

新 旧 

 

□意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的に把握する

取組を行っている。 

 

□相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等につ

いて定めたマニュアル等を整備している。 

 

□職員は、把握した相談や意見について、検討に時間がかかる場合に状況

を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っている。 

 

□意見等にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる取組が行われてい

る。 

 

□対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

○苦情に関わらず、福祉サービスの内容や生活環境の改善等に関する利

用者からの意見や要望、提案等に積極的に対応することが必要です。

福祉施設・事業所においては、利用者からの苦情のみならず、意見や

提案から改善課題を明らかにし、福祉サービスの質を向上させていく

姿勢が求められます。 

 

（略） 

 

○対応マニュアル等においては、利用者の意見や要望、提案等にもとづ

く福祉サービスの質の向上に関する姿勢をはじめ、苦情解決の仕組み

 

□意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的に把握する

取組を行っている。 

 

（新設） 

 

 

□職員は、把握した相談や意見について、検討に時間がかかる場合に状況

を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っている。 

 

□意見等にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる取組が行われてい

る。 

 

（新設） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

○苦情にかかわらず、福祉サービスの内容や生活環境の改善等に関する

利用者からの意見や要望、提案等に積極的に対応することが必要で

す。福祉施設・事業所においては、利用者からの苦情のみならず、意

見や提案から改善課題を明らかにし、福祉サービスの質を向上させて

いく姿勢が求められます。 

 

（略） 

 

○対応マニュアル等においては、利用者の意見や要望、提案等にもとづ

く福祉サービスの質の向上に関する姿勢をはじめ、苦情解決の仕組み



 

 

新 旧 

同様に、意見や要望、提案等を受けた後の手順、具体的な検討・対応

方法、記録方法、利用者への経過と結果の説明、公開の方法等がその

内容別に具体的に記載されていることが必要です。また、仕組みを効

果的なものとする観点からマニュアル等については、適宜見直しを行

うことが必要となります。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

同様に、意見や要望、提案等を受けた後の手順、具体的な検討・対応

方法、記録方法、利用者への経過と結果の説明、公表の方法等がその

内容別に具体的に記載されていることが必要です。また、仕組みを効

果的なものとする観点からマニュアル等については、適宜見直しを行

うことが必要となります。 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行

われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリス

クマネジメント体制が構築されている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行

われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリス

クマネジメント体制が構築されている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

（略） 

 

○感染症に関するリスク（対策）については、次項「 38 Ⅲ-１-(５)-

②」で評価します。 

 

（略） 

 

○感染症に関するリスク（対策）については、次項「Ⅲ-１-(５)-②」

で評価します。 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保の 

ための体制を整備し、取組を行っている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されてい

る。 

 

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員に周知徹底

している。 

 

□担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強

会等を開催している。 

 

□感染症の予防策が適切に講じられている。 

 

□感染症が発生した場合には対応が適切に行われている。 

 

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保の 

ための体制を整備し、取組を行っている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されてい

る。 

 

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員に周知徹底

している。 

 

□担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強

会等を開催している。 

 

□感染症の予防策が適切に講じられている。 

 

□感染症の発生した場合には対応が適切に行われている。 

 

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組

織的に行っている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□災害時の対応体制が決められている。 

 

□立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉サービス提供

を継続するために必要な対策を講じている。 

 

□利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知され

ている。 

 

□食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備して

いる。 

 

□防災計画等を整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自治会、福

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組 

織的に行っている。 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

□災害時の対応体制が決められている。 

 

□立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉サービス提供

を継続するために必要な対策を講じている。 

 

□利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知され

ている。 

 

□食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備して

いる。 

 

□防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自治会、福祉

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

祉関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を実施している。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○ソフト面では、災害発生時の体制を整備する、利用者及び職員の安否

確認の方法を確立し全職員に周知する、災害発生時の初動時の対応や

出勤基準などを示した行動基準を策定し、全職員に周知を図る、定期

的に訓練を行い、対策の問題点の把握や見直しを行うなどが挙げられ

ます。 

 

関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を実施している。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

○ソフト面では、災害発生時の体制を整備する、利用者及び職員の安否

確認の方法の確立し全職員に周知する、災害発生時の初動時の対応や

出勤基準などを示した行動基準を策定し、全職員に周知を図る、定期

的に訓練を行い、対策の問題点の把握や見直しを行うなどが挙げられ

ます。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

Ⅲ-２-(２) ・ Ⅲ２-(２) （略） 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

Ⅲ-２-(１) ・ Ⅲ２-(２) （略） 

 

Ⅲ-２-(３) 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切

に行われ、職員間で共有化されている。 （略） 

 

Ⅲ-２-(３) 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切

に行われ、職員間で共有化されている。 （略） 

 

45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 

 

 

 

45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 

 

 

 



 

 

新 旧 

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

○個人情報保護については、平成29年５月に施行された「個人情報の保

護に関する法律」の改正の内容とともに、個人情報保護委員会から公

表された「ガイドライン」等への理解と、取組が求められます。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

○とくに厳格な個人情報の管理が求められる特定分野には、個人情報保

護委員会から、その分野についてのガイダンスが公表されています。

介護関係事業者は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、「同Ｑ＆Ａ（事例集）」に即した適

切な取組が必要です。また、ガイダンスの対象とならない福祉施設・

 

 

 

 

 

評価の着眼点 

（略） 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

（略） 

 

（２）趣旨・解説 

（略） 

○個人情報保護については「個人情報の保護に関する法律（個人情報保

護法）」とともに、福祉・介護分野における個人情報保護に関するガ

イドライン等の理解と、取組が求められます。 

 

○厚生労働省は、「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いの

ためのガイドライン（平成16年11月30日通達）」、「福祉分野におけ

る個人情報保護に関するガイドライン（平成25年３月29日通達）」、

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン（平成16年12月24日通知、平成18年４月21日改正、平成22

年９月17日改正）を示しています。 

 

（新設） 

 

 

 

 

【判断基準】 

 （略） 

【判断基準】 

 （略） 



 

 

新 旧 

事業所にあっても、その高い公益性を踏まえ可能な範囲でガイダンス

に準拠した取組を行うことで利用者等からの信頼を得ていくことが

大切です。 

 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

（３）評価の留意点 

（略） 

 

 


